理事会運営 アンケート集計結果
2021年9月5日
プレシス本厚木コンフォート管理組合
回答件数：43件(69件中)　回答率：62%

■１. 輪番制について
a.現状維持(第1期～第9期)、b.提案①(第1期～第8期)、c.提案②(第1期～第7期)
ａ: 13件、 ｂ：10件、 ｃ：17件 (回答率：58%)

· ２. 輪番制２年間制について
a.現状維持(原則は1期のみ)、 b.提案(2期継続：次期理事会の引継ぎする為)
ａ: 33件、 ｂ：7件 (回答率：58%)

■３. 立候補者制度について
a.賛成、 b.反対提案(2期継続：次期理事会の引継ぎする為)
ａ: 38件、 ｂ：3件 (回答率：59%)

· ４. 区分所有者以外の貸借人に対して
a. 現状(理事会への参加不可)、 b.理事会への参加可能
ａ: 18件、 ｂ：22件 (回答率：58%)

· ５. 管理組合 理事会 役割分担に対する報酬(案)に対して
a.現状(協力金無し)、 b.提案内容で良い、 c.協力金制度は良いが、金額が高いor低い
ａ: 13件、 ｂ：26件、 ｃ：4件 (回答率：62%)

■6. 管理組合 理事会 協力金制度(案)に対して
a.現状(協力金無し)、 b.提案内容で良い、 c.協力金制度は良いが、金額が高いor低い
ａ: 13件、 ｂ：21件、 ｃ：7件 (回答率：59%)

【今後について】
今回の意見を理事会で共有・検討し、今期の定期総会の議案に挙げるか否か決定します。










1. 輪番制についての意見
<ａ.回答者の意見>
・期内の理事会参加者を増やす方法を検討した方が良い
<ｃ.回答者の意見>
・最低限９つの役割があるなら余裕をもって各年１０名となる②よい
・負担を集中させないためには増やすことは良いと思う
・業務量が多く大変なので
・兼任の方の負担を減らした方が良い。
【理由】
・これまでの実績からどの気も全員参加は見込めない
・人数が少なくなると参加理事に役割を兼務いただくことになり負荷が上がる
以上から人数に余裕を見た提案②がよいと思います。
【意見】
これまでの理事会議事録からどの居住者が参加しそうにないかは現時点でも判断できます。
参加者が極端に少なくなりそうな期がないかは確認しておいていただきだいです。

2. 輪番制２年間制についての意見
<ａ.回答者の意見>
・１年でよい。次年度への引継ぎ事項を明確にすれば良い。なるべく負荷分担するため１年交代で良い
・引継期限を２箇月程度とり、次の方に引き継いだ上で質問があれば前任に聞ける状況で行えば１期でよい
・翌々年の生活体系が不明な場合があるため
【理由】
理事長と監事はある程度の経験が必要と思っているので最低2期連続としてもよいかもしれませんが、
その他の役割は2期連続とする必要性を感じません。役割ごとの引き継ぎ資料を作成し、
それを次の期の役員へ引き継ぎ内容をブラッシュアップしていくということでいいのではないでしょうか。
固定メンバーで理事会を運営するよりもこれまで理事会活動に関わっていない居住者に管理組合が
何をやっているかを知っていただく機会を与えることも重要視すべきだと思っています。
<ｂ.回答者の意見>
・必要だと思う
・半数交代でどうか
<その他.回答の意見>
・運営に熱心な方々にお任せします
・別案：２年とするが半数ずつ変わる

３. 立候補者制度についての意見
<ａ.回答者の意見>
・立候補したい方には自由にさせていただいた方が効率よく進められるとおもうので良い
・承認はとるべき
・意欲のある人が行っていただくことは良いと思う
・原則輪番制にして、立候補がある場合は優先してできるようにする
・当然のこと。あと継続も。
・立候補制でもよいと思うが、連続○年までと上限を決めた方が良い。
・意欲のある方がやるべきと考える
・理事長は交替制としてほしい
・任期２年目以降は住民の承諾は受けた方が良い（独裁とならないために）
【理由】
理事長のなり手は少ないと思いますので、輪番制で強制的になっていただくよりもやる気のある方に
実施いただく機会を与える方がよいと思います。

４. 区分所有者以外の貸借人に対して
<ａ.回答者の意見>
・今のままで良いと思う
・年度の途中での転出もありえるため
・短期的に得する方策が優先される心配がある
<ｂ.回答者の意見>
・実際に生活しているなら理事会に参加して良いと思うし、その権利はあると思う
・今後、賃借人が増えていくことが予想されるため、理事会参加範囲は広い方が良い
・娘夫婦が入居しているが、理事会にはオーナーとして自分が参加可能にしてほしい
・区分所有者の了承のもと
・当人の希望にお任せします
・前に住んでいたマンションでは貸主も参加していた
【理由】
賃借人であっても区分所有者に支払う家賃の中に修繕費等の管理組合に支払う費用は含まれているの
と思うので、管理組合に意見する権利はあってもよいと思っています。
【質問】
区分所有者以外に理事会に参加させると具体的にどんな問題が起こりうることを懸念しているのでしょうか？

５. 管理組合 理事会 役割分担に対する報酬(案)に対しての意見
<ａ.回答者の意見>
・理事会として会食などに使うのは良いと思う
・やって当たり前。ただし、防災理事で防火管理者になった方は３年目から２，０００円／年
・輪番制なのに報酬があるのは疑問。立場的に報酬を受け取れない人もいると思う。
その辺を含めて再検討してほしい
・報酬を採用する場合は役割で変えず、一律でやった方が良い
・各理事がどのような仕事をしているのか明確にした上で検討した方が良い
【理由】
今の提案だと役員が役割を果たさなくても一律支払うことになるため金額の大小に関わらず反対です。
報酬を支払うなら同時に役割を果たしたかどうかのチェックの上でとすべきです。
下記の【案】のようなことをもっと理事会で検討した上での提案としていただきたいです。
【案】
・役割ごとに毎期MUSTで実施しなければならない業務を明確にする
※実施したor実施していないを明確に判断できる業務のみを定義する
・役員の報酬は理事会参加などの時間拘束に対する報酬と、業務達成報酬で分ける
　〇時間拘束報酬額
　　 理事会一回につき3ｈ拘束、年8回実施、時給1,000円で24,000円
　　 子供のお小遣いではないので報酬つけるならこれくらいあっても問題ない
　〇業務達成報酬額
　　 業務を決めて提示いただかないと現時点では妥当な金額の判断はできない
・期末に役員が定められた業務を実施したか、役員からの実施報告をもって監事が判断する
　　※役員からの報告が何もない場合、監事は業務を実施していないと機械的に判断する
・監事が実施したと判断した業務のみ達成報酬を支払う
・毎期MUSTで実施する業務を持っていない役割の報酬は時間拘束報酬のみとする
・実施できたか否かが判断する人によって変わるような業務は報酬の対象にしない
　⇒これまで通りボランティア扱いとする
・期末に実績を判断するときに監事に負荷がかかるようなチェックが必要となると運用は回せない
そのため業務実施の〇×、理事会参加の〇×を入力するのみで報酬額を自動計算するような仕組み
はExcelなどで用意しておくべき
【意見】
理事長、監事、自治会理事はMUSTで実施しなければならない業務がすでにあるため固定額の報酬
はあっても良いと考えます。
管理組合費からどれだけ回せるか分かりませんが、理事長がしっかり業務をこなしたということなら、
自分が理事長のときに費やした時間を考えると10万円でも足りないくらいです。
<ｂ.回答者の意見>
・金額については妥当性がわからない
<ｃ.回答者の意見>
・自治会担当理事は自治会からも５，０００円／年もらえるので、１，０００円で良い
・もう少し増やしても良い
・理事長では無い方の意見であれば良いと思うが、理事長自らの案であれば高い。
理事長報酬　５，０００円。

６. 管理組合 理事会 協力金制度(案)に対して
<ａ.回答者の意見>
・一人暮らしのため、仕事があると出席不可。最低でも２箇月前に予定がわかれば協力は可能。
安易に協力金を求められても困る
・かつあげだと思う。（人それぞれ事情があると思う）
・一度だけ出席する人が増えると思う
・役員報酬（案）があるのであれば必要なし
・	１万円は月額か？年額か？年額ならばbで良い
・お金を払って何もしない人が増えそう
・脅しだと思う。そこまでしなくても・・・
<ｂ.回答者の意見>
・病気や介護負担等の理由は配慮してあげてほしい
・せっかく管理組合に参加するチャンスがあるのに放棄するのであれば、
協力金くらい払っていただいても良いと思う
・金額については妥当性がわかなない
・やるのが当たり前なので違反金はあった方がよい
<ｃ.回答者の意見>
・自覚を促す程度なので５千円くらいで良いと思う
・３，０００円～５，０００円程度でよい
・理事の業務は時間と工数を要する。対応しない方が得するのは平等ではない。
５万円／年程度で良いと思う
・理事会参加に強制力を持たせたいと考えているなら1万円は安過ぎる。
 1万円払うだけで輪番の責任を果たさなくてよいという免罪符がもらえると判断されてしまうと、
 全く参加しなくなる人が今よりもさらに増えそう。
 ⑤で案として提示した時間拘束報酬を紐付けて考えるなら24,000円くらいが妥当額として理由つきで
示せると思う。
個人的には参加いただいてもそこにいるだけで何もしないなら、その人に役員報酬を支払うのがもったいないと
思っているので全くやる気がない人には無理に参加いただかなくてもよいと考えています
(代わりに協力金をしっかりと徴収する)
<その他.回答者の意見>
・家庭の事情により出席できないこともあるため、a～cの回答が難しい
